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第４回 川崎市本庁舎・第２庁舎耐震対策基本構想検討委員会 摘録 

１ 開催日時 平成 25年 10 月 11 日（金） 午後４時 00分～５時 45 分 

２ 開催場所 川崎市役所第３庁舎 18階 大会議室 

３ 出席者  出席者名簿 参照 

４ 議 題  (1) 第３回委員会で要望があった資料について（公開） 

       (2) 基本構想（素案）について（公開） 

５ 傍聴者  10 人 

６ 会議内容 

司   会：ただいまより、第４回本庁舎・第２庁舎耐震対策基本構想検討委員会を開会

いたします。 

この委員会は、市民との情報共有を図るため公開といたします。写真撮影につ

きましては原則禁止としますが、報道機関の方につきましては委員会の開催の前

段までとしますので御協力をお願いします。 

それでは、これより議事に入ります。ここからの進行につきましては、大西委

員長にお願いいたします。 

委 員 長：はじめに、前回委員会で資料作成をお願いした事項がありますので事務局か

ら説明を受けます。お願いします。 

庁舎管理課長：資料１は、前回の委員会で御要望がありました川崎駅周辺の都市構造及び

土地利用の考え方と主な施設についてまとめたものです。 

市役所庁舎は、川崎駅周辺のまちづくりの骨格の１つに位置付けられている市

役所通りに面しておりまして、また、駅周辺の賑わい・交流の核と富士見公園を

中心とした緑・活気・憩い・ふれあいの拠点の中間に位置しております。 

また、参考資料として、まちづくり局発行の川崎駅周辺地区のまちづくりのパ

ンフレットをお配りしております。 

委 員 長：今の説明について御質問があればお願いします。 

坂井 委員：市役所を建て替えるのならば、周辺地域をどうしていくのかというビジョン

が必要だと思いますが、それが抜けていると思います。市役所が地域の真ん中に

あるわけですから、この地域をどうしていきたいのかという部分が、もう少しあ

る方がいいと思いました。 
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公園緑地まちづくり調整室長：本日お配りしました川崎駅周辺地区のまちづくりの３ペー

ジを見ていただきますと、旧東海道は歴史軸として位置付けております。その周

辺のたちばな通りなどの商業地区は、駅の中心となる一番商業核とそれを取り巻

く低層商業地区という形で位置付けられていて、それぞれの商業地を繋ぐモール

のような位置付けとして意識をしています。 

昔、東海道で行政機能があった場所の近くに現在の市役所がありますので、シ

ビックセンター核はある程度歴史的な点を踏まえていると考えています。 

委 員 長：新しい市役所を中心としたこの地域のまちづくりを考えていく必要があると

いうのが趣旨だと思いますので、その手掛かりになるものが入っている必要があ

ると思います。そうすると、歴史というのは１つの切り口ですので、東海道かわ

さき宿交流館などの関連施設や、それらしい街並みといったものを意識すること

もあり得ると思います。委員会としてはそういう視点も関心がありますので、基

本構想にもそういうキーワードを入れておいてください。 

まちづくり局企画課長：川崎駅東口は一昨年にリニューアルしたということで、今後は、

周辺の動向の変化や社会状況の変化などに合わせて、川崎駅周辺総合整備計画の

改定作業を進めようとしています。今回の建て替えも、現地でということが固ま

ってきておりますので、そこを中心に今後まちづくりをどうするかということを、

整備計画の改定のなかできちんと位置付けをして、先ほどの歴史的なもの、文化

的なものについても、その中に織り込んでいくという認識をしております。 

坂井 委員：川崎区は基本的にバスで繋がっているわけですが、川崎駅をきれいにしたこ

とによってバス路線が新しく組み替えられない、あるいは新しいバスの系統が作

れなくなったと聞いています。バス停を増やせない、あるいはバスの路線を増や

せないということは、今後、高齢化していくことを考えると問題ですので、川崎

区の交通体系をどうしていくかということと、川崎駅前の土地利用がどうあるべ

きかをセットで考えていく必要があると思います。 

委 員 長：そういうこともまちづくりの中で検討していただくわけですよね。 

まちづくり局企画課長：今後、バスの需要が拡大するということは認識しております。本

市としても総合都市交通計画という計画を最近作っておりまして、川崎区の交通

問題についても一定程度整理をしておりますので、川崎駅周辺の整備計画にも織

り込みながら検討したいと考えております。 
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委 員 長：資料１について他に質問がありますか。よろしいでしょうか。それでは、資

料１については、この図を基本構想の中で使うのであれば、今出た切り口を書き

加えていただきたいと思います。議題(1)についてはよろしいでしょうか。 

次に、基本構想について検討します。最初に、基本構想の素案について事務局

から説明をお願いします。 

庁舎管理課長：資料２を御覧ください。これまでの委員会での御議論を踏まえまして、庁

内の検討委員会で検討し、基本構想（素案）としてまとめましたので、御確認を

いただきたいと思います。 

はじめに37ページを御覧ください。こちらが基本構想としてまとめたものです。

基本構想は、本庁舎及び第２庁舎の抜本的な耐震対策についてどのような手法を

とるべきか、その基本的な方向性を定めるものですが、とるべき対策手法につき

ましては、現庁舎敷地での建て替えが適切との結論を頂きましたので、それを柱

としてまとめ、併せて庁舎整備の基本的な考え方についてもまとめております。

基本的な考え方は、36ページに詳しく記載をしております。 

はじめに、防災・危機管理でございますが、市民の安全で安心な暮らしを確保

するため、発災時には災害対策活動の中枢拠点として十分に機能する市庁舎とい

たしました。 

次に、施設機能・経済性でございますが、すべての利用者に配慮し、利便性・

効率性が高く、将来の変化に柔軟に対応できる持続可能な市庁舎といたしました。 

次に、環境配慮でございますが、地球温暖化対策の積極的な推進による、環境

にやさしい市庁舎といたしました。 

次に、文化・おもてなしでございますが、文化の振興に貢献し、国内外からの

お客様をもてなし市民からも親しまれる市庁舎といたしました。 

次に、まちづくりでございますが、周辺地域のまちづくりと連携し、人の流れ

に配慮した、まちづくりに資する市庁舎といたしました。 

以上のように、対策手法と基本的な考え方を基本構想として、今後、庁内の手

続きを経てパブコメにかけ、市民の皆様の御意見を伺った上で、基本構想として

策定してまいりたいと存じます。 

本委員会では委員の皆様から様々な御意見をいただきました。市民ホールの設

置や、第２庁舎敷地の活用方法といった個別具体的なことについては、今後、新

庁舎の基本計画の検討を行う中で一つ一つ整理して検討してまいりたいと存じま

す。 

次に、１章から５章までの記述でございますが、これまで本委員会で御議論い

ただいた経過に合わせて、現地建替の結論に至った理由などをまとめております。 

また、38 ページからの８章では次年度以降の取組についてまとめております。
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新庁舎整備に関する取組につきましては、次年度以降、基本構想を基に基本計画

の検討を行い、順次、基本設計、実施設計、建設工事、新庁舎供用開始へと進め

ていく予定です。 

次に、当面の安全確保・機能維持対策に関する取組でございますが、前回委員

会で御議論いただき、災害対策に支障が出ることを避けるためにも、なるべく早

い時期に移転する必要があるとの御意見を頂きました。耐震性能が低いフロアの

先行移転など具体的な移転計画を庁内で検討し、次年度以降順次実施することと

いたします。なお、第２庁舎の当面の対策につきましては、27 年度末までに、新

耐震基準相当の補強工事を実施する予定です。 

資料３は概要版ですので、後ほど御参照いただきたいと思います。 

委 員 長：報告書の構成ですが、目次が１章から８章まで並んでいますが、どこが重要

か分かりにくいので、なぜこのエッセンスに至ったのかという部分を１章に、次

に、ここが基本構想だという部分を２章に、そして、これからどうするのかとい

う部分を３章に分けて、それぞれ分かりやすいタイトルをつける形に整理してく

ださい。 

それでは、皆さんから御意見がありましたらお願いします。 

坂井 委員：25 ページで、地下水位や地質について整理していますが、川崎区から溝口ま

では全部砂地です。海からの距離や地質の違いは関係ないということが、災害に

弱い川崎市の一番特徴的な部分です。どこに建てても危ないということを説明す

る必要があると思います。 

それから地下水位の問題ですが、本庁舎の周辺は地下水位が上昇してきており、

以前に埋設されたガス管が今も現役で使われています。ガス管は地下水に弱いで

すから、その辺りのデータを把握して、地域全体でどのくらい災害に弱くて、そ

のときに市役所が中枢として、どこまでの機能を果たさなければならないかとい

う責任を自覚し、発信していただくことが大事だと考えています。 

それから 36 ページですが、防災・危機管理のところで、中枢拠点として十分に

機能するようにとありますが、例えば川崎市は川に挟まれていますので、橋が１

本落ちると緊急輸送路は変わります。どこの橋が落ちたらどこを通るのかといっ

た想定を考えておかないと、川崎市役所だけ孤立するという可能性もありますの

で、そういったことを含めて考える必要があると思います。それから、川崎市の

歴史をきちんと踏まえて、市役所が市民に勇気を与える存在であってほしいと願

っています。 
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庁舎管理課長：橋が落ちたらどうするかといったことは、地域防災計画等で決まっている

と思います。 

坂井 委員：川崎市は地盤が弱く、砂地が奥まで入っているという非常に特徴的な地形で、

さらに地下水位が上がっているわけですから、災害に弱いという強い自覚がない

と、計画も何もないのではないかと思います。もちろん全部の対策ができるわけ

ではありませんが、まず自覚を持つということが大事ではないかと思います。 

危機管理室副室長：地震被害想定調査や津波被害想定調査などを行ってマップを作り、対

策を講じております。市民の皆様にも、どうやって災害の被害を防いでいくかと

いうことを周知しているところですので、そういう取組を今後も進めていきたい

と考えております。 

施設保全担当課長：市庁舎は重要度係数を 1.5 倍としています。この辺りの杭は 20～30 メ

ートルあり、海の方へ行くと 50 メートルあります。一番心配されているのは液

状化の問題だと思いますが、杭は支持層に到達するようにしていますので、液状

化が起きても建物に被害が及ばないようにできると考えています。市の建物につ

いても、他の建物についても同じですので心配ありません。また、耐震構造には、

免震構造、制震構造、ラーメン構造がありますが、どの手法がいいのかにつきま

しても比較検討をして決めていくことになると思います。 

委 員 長：防災の関係については、25 ページ、26 ページと２ページに渡って書かれてい

ますので、気にしていないというわけではなく、非常に重要な問題として検討し

たということですよね。 

記述でこうした方がいいということがあれば御意見お願いします。 

坂井 委員：昔のガス管は地下水の浸食に弱いですから、老朽化してそこら中でガスが漏

れた場合、大きな問題になります。地震により市役所だけが建っていても、周り

が復旧しないと中枢としての機能を果たすことはできないので、インフラの老朽

化という視点で、エネルギーと水源が自立した地域を作っていくことが必要だと

思っています。川崎市は水源から遠いということもありますので、市役所が水と

エネルギーの面で自立することが大事だと思います。 

委 員 長：電気については、自家発電を備えるという話が以前ありましたが、ガスはど

ういう予定になっていますか。 
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庁舎管理課長：防災・危機管理の基本的な考え方としては、業務継続性をきちんと確保で

きる庁舎にするということですが、具体的にどういう設備を備えていくかにつき

ましては、基本計画の中で考えてまいりたいと思います。 

公園緑地まちづくり調整室長：ガス管は、系統によって非常に耐震に強い基幹的なものと

末端のものに分かれています。市役所通りは中圧管という非常に耐震性と耐水性

の強いものが通っていますので、阪神・淡路大震災クラス、あるいは東日本大震

災クラスでは壊れないとされています。地域全体の防災設備は別の問題ですが、

本庁舎の立地場所として、武蔵小杉駅周辺、武蔵溝ノ口駅周辺を含めた３地区の

中でどこがいいかという場合には、ガスの供給に関しては、現庁舎敷地に際立っ

たデメリットはないと考えてよいと思います。 

有賀副委員長：建物そのものの基本構想、あるいはその後の基本計画に繋がる現段階での

考え方として整理することと、本庁舎の建て替えを契機にまちづくりとして考え

なければならないことの２つがあると思います。また、記述内容も、例えば施設

機能・経済性の項目は細かく書かれていますが、防災・危機管理の項目は大まか

で、レベル差があると感じます。 

もう少し具体的に言いますと、防災・危機管理の項目では、1,600 平方メート

ルくらいの災害対策スペースが最低限必要であるとか、万が一のリスクを考え

て３日あるいは 1 週間くらい業務継続ができるようにするとか、これは大事だ

と思われることは構想に入れ、それを計画段階で具体的な面積や建築計画に落

とし込むことにした方がよいと感じます。川崎市の防災まちづくりなどの計画

を拝見すると、非常時の行政の役割として、受援のための機能やスペースが大

事だと言っていますので、キーワードとして構想に入れるべきだと思います。 

一方で、市役所通りの脆弱性を考えると、過密感、狭あい感がある中、災害

発災時に、緊急避難路が機能しなかったとき、あるいは、膨大な帰宅困難者が

発生したとき、あるいは、港湾地域から徒歩でこちらに避難してきたときにど

うするのか。そのときに、本庁舎の災害対策が機能するためには何を確保すべ

きなのかということについて考えることが必要です。３.11 の時、新宿駅西口の

都庁で、広場は機能しましたが、建物はほとんど機能を果たさず、帰宅困難者

はあの辺りの大学に寝泊まりしていました。そうしたことも考えると、防災・

危機管理の項目で、帰宅困難者が出た場合、区役所とともに、行政のヘッドク

ウォーターとして、このくらいは受け止めるという考え方を構想で示しておく

必要があると思います。 

施設機能・経済性の項目では、庁内の調査・検討報告書にはセキュリティ強

化の検討の必要性について書かれていますが、ここには記述がありません。ユ
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ニバーサルデザインを入れるのであれば、セキュリティに関する文言も入れな

いと、過不足があると感じます。 

また、まちづくりの項目では、新庁舎の建物の基本構想として記述するとこ

ろと、新庁舎建替を契機として周辺を考えないといけないことがあります。 

特に、今回の耐震化、あるいは減災や事前防災まちづくりという面から見た

ときに、民間の取組のモデルになるような、あるいはそれを先導できるような

役割を、本庁舎建替を契機に示すとすれば、防災街区的な機能を強化するまち

づくりと書くとか。内部検討を進めてきた方々から見て、これは書いた方がい

いというのがあれば記載すべきだと思いますし、ＩＣＴについては書かなくて

もいいということになるかもしれません。 

基本構想というものはある種、目標や理念をうたうべきものだと思いますか

ら、全体として概ねこれでいいというところまで整理できればいいと思います。 

庁舎管理課長：記述のレベルにつきましては、表現を考えたいと思います。 

公園緑地まちづくり調整室長：今回、パブリックコメントにかける中で、行政計画として

市民にお見せする範囲は 37 ページに書かれている部分だと考えておりまして、

それまでは結論に至るまでの積み上げが書いてあるわけです。基本的な考え方が

書かれているところは、長方形の中は書き込みのレベルが揃えてありますが、詳

細な内容については、来年度の基本計画策定と並行して詰めていく部分が多々あ

ります。基本的な考え方について市民に示す最終結論は 37 ページの下の部分で

す。そこに至るまでの積み上げとして 36 ページに書かれていることは、少しば

らつきがありますので、そのばらつきは多少調整をしなければいけないと思いま

すが、ものすごく掘り下げるのは時間的に難しいと思いますので、アウトプット

は 37ページの（3）であるとしてまとめたいと思います。 

庁舎管理課長：現在の施策や事業計画などに関わる部分は、数か月で結論を出すのは難し

い部分があります。そうした課題については、基本計画の中で検討してまいりた

いと考えておりますが、36 ページの書きぶりについては、少し調整したいと考え

ております。例えば、減災の部分や、災害対応スペースの不足といった課題があ

りますので、表現を考えたいと思います。 

総務局長：個別の書きぶりといいますか、この後、基本計画でどうするかということにな

りますが、私どもとしてはこの委員会で大きな方向性についてはお示ししていた

だいたと考えております。 

築 75 年経っている本庁舎や第２庁舎の耐震対策について、この基本構想検討委
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員会の中で、周辺のまちづくりや防災、環境などいろいろな面についても議論し

ておくべきとの御意見をいただいて、そうだなと感じる部分があります。 

基本構想については、この委員会での意見を踏まえて取りまとめていくものと

考えております。個別にどこまで掘り下げて記載するかという点についても、あ

る分野は細かくて、ある分野はざっくりしているというのは行政計画としてバラ

ンスが悪いということはありますので、その辺りは調整したいと考えております。 

委 員 長：そうなると 37 ページが基本構想の中の基本構想という見出しになっています

ので、これがアウトプットのエッセンスとなると、36 ページの５項目は（3）の

中にそれぞれ２行くらいで書いてありますね。ここがこれでいいのか、あるいは

キーワードが抜けているのではないかについて検討したいと思います。 

私は、執務環境が大事だと思います。36 ページの施設機能・経済性の中には執

務環境の整備と書いてありますが、37 ページには出てきません。第一義的には市

の職員が働くのですから、その働きやすさは入れる必要があると思います。１週

間くらい前に、最近建て替えた長岡市役所に行ってきました。その日はイベント

をやっていて、大勢の人が集まっていました。市役所とイベントを行うスペース

が一体化した面白いデザインなのですが、市職員に聞いてみると、執務スペース

にしわ寄せがきていて、狭いと言っていました。それがどの程度の狭さなのかは

分かりませんでしたが、やはり、こういうものはある程度基準を決めて、それを

守るという考え方でないと、あまり広いとぜい沢していると批判されますし、デ

リケートな問題を含んではいますが、働く環境が大事だということも事実です。

36 ページの施設機能・経済性の５つ目に執務環境の整備と書いてありますが、そ

ういう文言を 37 ページにも書いていただきたいと思います。 

この委員会では、庁舎を建て替えるということを最初に決めて、その庁舎の建

て替えは現在の敷地で行うということを２番目に決めました。そのときに防災・

危機管理、施設機能・経済性、環境配慮、文化・おもてなし、まちづくりという

５項目を考慮しながら、これから考えていこうと、今、集約したということです。

これをキーワードとして、細かいところはこれから基本計画で詰めていくという

ことです。川崎市は市長選挙があって、市長が変わります。新しい市長へ引き継

ぐことになることでもありますので、あまり細かいところまで決めてしまうこと

も適切でないと思いますので、キーワードの伝達というのがいいと思います。そ

のときのキーワードの説明が 37 ページに集約されています。まず 37 ページにつ

いていかがですか。 

小倉 委員：37 ページの（3）の文章の前に、36ページの５つのキーワードをまず書いて、

その次に文章を書く方が、視覚的にも、何を基本に置いているかが分かると思い
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ます。文章自体はこのままでいいと思いますが、その前にこのキーワードを入れ

ていただければ、より分かりやすくなると思います。 

三浦 委員：36 ページに経済性という言葉がありますが、37 ページにはありません。実行

計画段階では、建物のコストなどが大きな問題になると思いますが、基本構想の

中にその言葉を入れた方がいいのかどうか。例えば、利便性、効率性、経済性に

も配慮しながらといったことは、入れたほうがいいのではないでしょうか。 

委 員 長：経済性ですね。他にありますか。私の意見も含めれば、執務環境。それから、

36 ページの四角で囲っているキーワードを付けた方が分かりやすいという御意

見。それから、経済性という言葉が 37ページにはないという御意見もありまし

た。これを入れるということですね。 

庁舎管理課長：37 ページの（3）の見せ方としては、小倉委員がおっしゃったように、まず

は防災・危機管理といった見出しを書いた方が分かりやすいと思いますので、そ

ういう形にしたいと考えます。36 ページと 37 ページが対応するように修正した

いと思います。 

委 員 長：そうなると、36 ページの中で、記載が１つしかない項目がありますので、そ

こは 35 ページ以前の記述をもとに補う必要があると思います。37 ページの文章

は、それほど増やさなくてよいと思います。 

公園緑地まちづくり調整室長：最終的なアウトプットとして示すのは 37 ページですので、

これを導き出す流れに逆転させて、36ページを書くという方法もあると思います。 

委 員 長：ただ、今は 36 ページを踏まえて 37 ページを書いているのですよね。ですか

ら、36 ページは 35 ページ以前から、あるいはこの検討委員会の議論の中から来

ているのでしょうから、その中の大事なものが落ちていれば、それを補っていた

だいて、37 ページの文章にも入れるべきものがあれば入れるということでよいと

思います。 

基本計画が次に来るので、あまり細かいところまでは書く必要がないと思いま

す。そういう問題があるということに気が付けば、議論の中で取り上げられるの

で、議論するべき範囲が示されていることが大事だと思います。具体的な内容は、

これから議論することです。 
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公園緑地まちづくり調整室長：そういったことも踏まえまして、36ページには 37 ページの

５つのキーワードを導き出すための要因があって、結論として 37 ページの５つ

が出てくる作り方で整理したいと思います。 

有賀副委員長：37 ページの（3）が結論とすると、一番下の周辺地域のまちづくりと連携し

というのはいいと思いますが、人の流れに配慮したというのは、庁舎の建て替え

の基本構想として見た場合に、何を意味しているのか分かりません。誤解されな

いような記述やキーワードを考えると、例えば、高齢社会だとか、まち中に住み

続けられるとか、安心して生涯を生きるとか、安心して住み続けられるというよ

うなキーワードはいらないのかなと思います。なぜ人の流れに配慮が必要で、住

み続けられるとかは書いていないのだろうと不思議に思います。人の流れという

のは何に由来しているのだろうと。少し唐突感があります。 

委 員 長：富士見地区を含めた回遊性というのに繋がっているのだと思います。 

公園緑地まちづくり調整室長：御指摘のとおりで、庁舎の敷地の中で人の流れを生み出せ

るわけではないので、全体の人の流れに上手く役割を果たせるようなものがはま

ってくるということだと思います。人の流れに配慮したというのは、上位計画に

あるような、富士見と川崎駅を繋ぐ都市軸の真ん中に位置していることを踏まえ

るという意味で書いてあります。 

委 員 長：東海道もありますので、東西だけでなく南北にも配慮するというのも出てく

るかもしれませんね。 

坂井 委員：回遊性というのは多分、私のこれまでの意見を短くしたものだと思います。 

市役所の周りは再開発が遅れている地域ですから、そこが置き去りになっては

いけません。面で考えて、後背地も含めていい刺激を与える存在であって欲しい

という願いをこめた表現だと思います。 

つまり、まちづくりの邪魔をしないとか、まちづくりの活性化の原動力になる

べきという意味で、ただのオフィスビルの建て替えで終わったら寂しいと私が申

し上げた言葉が、人の流れに配慮したという言葉になったのだろうと思います。 

公園緑地まちづくり調整室長：本庁舎を現在の敷地で建て替えることを前提として、今後、

まちづくり局で駅周辺の計画を見直すとのことですので、庁舎建替計画の中で、

この敷地の中で何を行うのかということをフィードバックする。防災に関しても

同じように、新しい庁舎ができるということを前提に防災計画を修正するなど、
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フィードバックして整理していくことになると思います。 

委 員 長：是非そうしていただきたいと思います。 

36 ページに見出しと太字で書いてある言葉があって、これが 37ページに来るわ

けですね。下で説明していることは、36 ページだけに留まるわけです。36ページ

についてはもう少し記載内容を補ってください。施設機能・経済性と文化・おも

てなし以外についても、１つではなくて２つ、３つと議論を発掘して整理してお

くと、結構整理できたなとなりますし、あるいは、いろいろなメッセージがそこ

に含まれますから伝わると思います。 

御指摘がありましたので、防災・危機管理、施設機能・経済性等の見出しを入

れて、太字の部分は、手直しする必要があれば最低限の手直しをしてください。

経済性を入れるとか、執務を入れるとか考えていただいて、それを基本構想のエ

ッセンスとなるようにお願いします。 

坂井 委員：経済性と環境配慮はセットではないかと思います。環境配慮をして経済性は

低くていいのか、ということはあると思いますし、また、地球温暖化対策は市役

所とは関係ないと思います。省エネや経済性、あるいは有効な長期計画があれば、

自然に環境にやさしくなるはずで、地球温暖化とは関係ないと思います。例えば

熱の収支などで地域環境のために貢献するというのであれば理解できますが、地

球温暖化は川崎市民にも防災にも関係しませんので、地球温暖化対策で１項目設

けることはどうかと思います。経済性も環境も含めて建物の性能ということだと

私は思います。 

委 員 長：環境配慮というのは、直接的にはＣＯ２の削減ですよね。それが地球温暖化

対策に繋がっているわけです。どれくらいインパクトがあるかといえば、１つの

市庁舎ですからそんなに大きくないかもしれませんが、しかし、市庁舎がやって

いるということによる波及効果や影響力はあります。 

坂井 委員：そうであれば、経済性も含めたほうがよいと思います。 

委 員 長：経済性とは違います。経済性とは独立して、ＣＯ２の削減はやらなければな

らないと言われているわけです。経済性とは独立した概念です。経済性とは、も

のを作るときにできるだけ安く作ろうという発想ですよね。それがＣＯ２を多く

する可能性もあります。そこは対立する可能性もあります。 
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坂井 委員：対立する可能性もあるかもしれませんが、実際に省エネが与えるインパクト

はお金だけではなく、周りに与える市役所の発信力ということも含めて。 

委 員 長：省エネという点では繋がりますが、経済性といってもいろいろあります。省

エネだけではありません。ですからそれは独立した概念です。ここで言っている

施設機能に、経済性はくっついていますが、環境は普通、独立して挙げられます。

シンボリックな意味もありますので、これは消せないと思います。シンボリック

とはつまり、市役所が率先してやっているということです。 

坂井 委員：建物の性能としてみたら、そんなに今は取り上げる程のインパクトがあるも

のなのか疑問です。環境配慮は今、普通のことになってきていますので、いまさ

ら１項目取るほどのものかと感じます。 

委 員 長：そういう雰囲気はあるかもしれませんが、別の見方をしますと、それは 20年

前の議論に戻ってしまう面もあります。 

施設保全担当課長：ＣＡＳＢＥＥのＳは一番難しいランクです。Ｓを目指すとなると、太

陽光はもちろんのこと、外断熱などあらゆるものを考えてやっていきます。学校

でもＣＡＳＢＥＥのＡくらいしか取れないことで、Ｓを目指すということは非常

に良いことだと思いますので、是非これは入れさせてください。 

総務局長：坂井委員がさっきおっしゃった発信性というのも、実は役所が役割を担ってい

て、確かに地球温暖化だけで言えば、川崎市がＣＯ２を削減したとしても、他が

バンバン排出していれば、大気圏まで行けば同じではないかと。それは地域環境

か地球環境かと言ったら、それはミクロとマクロの世界があるわけです。 

ただ、委員長がおっしゃったように、市役所の立場としては発信性という役割

を担っています。公共施設はある意味でシンボリックな役割がありますので、い

くらノーマライゼーションされた環境対策だとはいえ、市役所の立場としては、

引き続き打ち出していくに値する項目だと認識しております。 

坂井 委員：本庁舎は築 75 年ということですが、50 年後の価値観に耐えられるのかなと思

います。 

小倉 委員：区役所や市役所などの公共施設が環境に配慮していることは、すごくインパ

クトがあると私は思います。例えば、国際交流センターがおひさまプロジェクト

で太陽光発電設備を作りました。やっていることはすごく規模は小さいけれども、
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市民がすごく関心を持ったのです。それが、市民が自分の家にもこういうのをつ

けたらいいな、という考えに繋がっていくわけです。庁舎では、麻生区役所もソ

ーラープロジェクトをやっていますし、高津区役所は、ゴミのつかない光触媒を

やっていたりと、いろいろとやっています。 

行政も考えているよ、という発信を、市民は見ていると思います。行政の総本

山は市庁舎なわけですから、市庁舎がこういうことも考えて、将来にもそれが先

進的と言えるのかは分かりませんが、建て替える時点でそういう環境を考えた建

物だよということは、新鮮で、市民に対してアピールができます。その結果、Ｃ

Ｏ２の削減量は大したことがないかもしれませんが、できる限り行政が関わって

いるという態度を示すのは、非常にインパクトがあると私は思いますので、是非、

環境配慮は独立して入れていただきたいと思います。 

委 員 長：今までの議論の経過もありますので、この５つの項目についてはこのまま載

せることとして、36 ページの白丸の項目について少し補うということでいかがで

しょうか。基本的に 37ページはこのままで、ただ、(3)に見出しをつけるという

ことと、いくつかの文言については少し修正をしてください。経済性や、執務環

境を入れるとか、今日議論があったことについては、少し検討することにしたい

と思います。そんなところでよろしいでしょうか。それから、38 ページは、次年

度以降こうしていくということです。この辺りについて何かありますか。 

坂井 委員：川崎市の場合、雨水に下水処理の電気代が掛かっています。電気代を削減す

るという意味も含めて、雨水の貯留と利用を考えなければなりません。川崎市役

所は低地で、水源からも遠いですので、そういう自治体の市役所は、雨水を貯留

と同時に利用する施設を持っているべきだと思います。水源とエネルギーの自立

という言葉を先ほど申し上げましたが、その点からも持っているべきであると思

います。 

委 員 長：それは中水として利用するということですよね。それは具体的な提案になる

と思いますので、おそらく、基本計画の中で検討していくことになると思います。

今のことは、このレポートに直接出てきますか。 

庁舎管理課長：直接は出てきません。 

委 員 長：皆さんのこれまでの意見を整理して、この基本構想にその他の意見として付

けて、次のステップに送るということを考えています。ですから、検討委員会全

体の主張ということにはなりませんけれども、今の御意見もその中に入れて、整
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理して伝達したいと考えています。

他に何かありますか。当初は委員会の開催はもう１回予定していましたが、今

日のところで基本構想はまとまってきたという気がしています。したがって、委

員会としてはこれで基本構想をまとめて、あとは、先ほどの議論に基づいて、私

の責任で事務局と整理をさせていただきたいと考えます。皆さんからの御意見に

ついては、先ほど申し上げたように、委員の意見としてまとめ、次に伝達すると

いう取扱いにしたいと思っています。その辺りについて市から説明をお願いしま

す。

庁舎管理課長：本委員会の検討課題としておりました抜本的な耐震対策の方向性につきま

しては、御確認いただいたものと考えております。若干の微調整はありますが、

その整理につきましては、委員長に取りまとめをお願いすることとしまして、本

委員会につきましては、本日の第４回委員会で終了したいと思いますがいかがで

しょうか。 

委 員 長：だいたいまとまったのではないかと思います。一番大事なのは建て替えると

いうことと、ここで建て替えるということと、こういう点に注意しようというこ

とで、この３点セットはそろっています。 

先ほど申し上げたように、本委員会からの基本的なメッセージを市長へ渡すこ

とが大事だと思います。皆さんの御賛同が得られたらそういうことで行きたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

（異議無し） 

委 員 長：では、そういう方向で行きたいと思います。御協力ありがとうございました。

今までにいただいた御意見は、今後整理するということですね。

庁舎管理課長：委員からの御意見としてまとめ、委員長に御確認いただいた後、委員の皆

様へお送りいたします

委 員 長：それでは、事務局に司会をお返しします。

司   会：委員の皆様、長時間にわたり御議論ありがとうございました。当委員会につ

きましては、本日が最後の委員会ということになりましたので、閉会に当たりま

して、船橋総務局長より御挨拶を申し上げます。 
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総務局長：大西委員長をはじめ委員の皆様におかれましては、お忙しい中、５月 29 日に

第１回の委員会を開催し、本日まで非常にタイトな期間の中で市役所庁舎の耐震

対策について非常に幅広い御議論をいただきました。おかげさまで、これまでの

御意見を踏まえまして、基本構想として取りまとめていきたいと思っております。

本当にありがとうございました。 

この本庁舎・第２庁舎耐震対策基本構想の素案につきましては、本日の議論を

再度整理しまして、来月には大西委員長から市長に御報告をしていただく予定で

おります。その上で、今後パブリックコメントにより市民の皆様から広く御意見

をいただいた上で、来年度には基本計画に繋がるような形で取りまとめていきた

いと考えております。今月に、市長選挙がございますので、私どももこの基本構

想を新しい市長にできるだけ早い時期に御説明をしまして、新市長の判断を確認

した上で、次のステップに順次進めてまいりたいと考えております。 

委員の皆様におかれましては、非常に熱心に御議論いただきまして改めて感謝

を申し上げます。ありがとうございました。 

司   会：それでは、本日の御議論を踏まえて素案を修正いたしまして、委員の皆様へ

お送りしますので、御確認をいただきたいと思います。それでは、これで終了と

させていただきます。ありがとうございました。 
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